
◎金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定

を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法

律等の一部を改正する法律 
（平成二八年一二月二日法律第九八号）   

一、提案理由（平成二八年一一月二日・衆議院財務金融委員会） 

○麻生国務大臣 ただいま議題となりました金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応し

て金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等

の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただ

きます。 

 金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、その

目的に重要な役割を有する時限措置の延長を行うことが喫緊の課題となっております。

このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明させていただきます。 

 いずれも今年度末までの時限措置とされている以下の措置について、期限を五年間延

長することといたしております。 

 具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく、金融機関等の資本の増強に関する措

置、第二に、株式保有制限法に基づく、銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株

式等の買い取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく、生命保険契約者保護機構に

対する政府補助に関する措置などであります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（平成二八年一一月一七日） 

○御法川信英君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会にお 

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するた 

め、金融機関等の資本の増強に関する措置、生命保険契約者保護機構に対する政府補助 

に関する措置及び銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関す 

る措置の今年度末までの期限を五年間延長するものであります。 

 本案は、去る十一月一日当委員会に付託され、二日麻生国務大臣から提案理由の説明 

を聴取し、昨十六日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採 

決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しま 

した。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一一月一六日） 

 政府及び関係者は、次の事項について、十分配慮すべきである。 



一 銀行等保有株式取得機構が保有する株式等については、市場の状況及び国民負担に 

つながる損失回避等を勘案しつつ、その処分を早期に進めるよう最大限の努力をし、 

処分後において、同機構は、速やかに解散すること。 

三、参議院財政金融委員長報告（平成二八年一一月二五日） 

○藤川政人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の 

経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保す 

るため、金融機関等の資本の増強に関する措置等の期限延長を行おうとするものであり 

ます。 

 委員会におきましては、金融機能強化法に基づく国の資本参加が中小企業支援に及ぼ 

した効果、銀行等保有株式取得機構が買取りを継続することの是非、保険業法の政府補 

助規定を延長する趣旨等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御 

承知願います。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大門実紀史委員より 

本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決 

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一一月二四日） 

 政府及び関係者は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく制度の運用に当たっては、 

中小企業金融の更なる円滑化に資するものとなるよう十分に配意すること。 

  また、地域金融機関が積極的に資金供給を行い、その役割を十分発揮できるよう、 

担保・保証に必要以上に依存しない地域密着型金融への取組を更に推進すること。 

一 銀行等保有株式取得機構が保有する株式等については、市場の状況及び国民負担に 

つながる損失回避等を勘案しつつ、その処分を早期に進めるよう最大限の努力をし、 

処分後において、同機構は、速やかに解散すること。 

  右決議する。 


